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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２４年 １月２３日開催分） 

２０２４年 ２月１６日（金）公表 

 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２４年 １月２３日（火）午前１０時３０分～１１時１０分 

 

＜出席者＞ 

稲葉会長、小池専務理事、竹村専務理事、 

林専務理事、山名専務理事、中嶋理事、 

安保理事、熊埜御堂理事、山内理事、寺田理事・技師長 

大草監査委員 

 

＜場所＞ 

放送センター役員会議室 

 

＜議事＞ 

稲葉会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

 

付議事項 

１ 審議事項 

（１）２０２３年度第３四半期業務報告 

（２）職務権限事項の一部改正について 

（３）視聴者対応報告(２０２３年１０～１２月)について 

（４）インターネット活用業務の必須業務化を見据えた認証システムの

事前検討プロジェクトの設置について 
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２ 報告事項 

（１）２０２３年度関連団体の決算見通しについて 

（２）子会社管理状況等の報告 

（３）関連団体事業活動審査委員会報告 

（４）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（５）考査報告 

（６）放送番組審議会議事録（資料） 

 

３ 審議事項 

（５）第１４４０回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

 

１ 審議事項 

（１）２０２３年度第３四半期業務報告 

（経営企画局） 

放送法第３９条第４項に基づき、「２０２３年度第３四半期業務報

告」（注）を取りまとめましたので、審議をお願いします。 

まず、今期の概況についてです。 

１０月に発生したイスラエルとハマスの大規模衝突や北朝鮮による弾

道ミサイルの可能性があるものの発射などの国際情勢、埼玉県の立てこ

もり事件、全銀システムトラブルなど、視聴者・国民の関心の高い情報

を多角的に伝えました。 

受信契約については、１０月から受信料の１割値下げと、学生免除の

拡大を実施しました。 

１２月１日には、衛星放送を２Ｋの「ＮＨＫ ＢＳ」と４Ｋの「ＮＨ

Ｋ ＢＳプレミアム４Ｋ」に再編しました。視聴者の利便性を確保する

ため「ＢＳプレミアム」を放送していた１０３チャンネルでは画面上で

移設番組の周知等を行うなどの取り組みを始めました。 

「ニュースウオッチ９」の新型コロナ関連動画については、ＢＰＯか
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ら放送倫理違反があったとする意見が通知されています。指摘を真摯に

受け止め、ジャーナリズム教育などを今後着実に実行して信頼回復に努

めていきます。 

報道局職員の不正な経費請求に関する問題については、専門家からな

る第三者委員会を設置し、客観的評価を求めつつ調査を実施しました。

第三者委員会からの指摘を踏まえ、調査報告書で示した再発防止策の徹

底に取り組んでいきます。 

次に、５つの重点項目の進捗についてです。 

「重点事項１．安全・安心を支える」では、イスラエルとハマスの大

規模衝突や北朝鮮による弾道ミサイルの可能性があるものの発射に関

し、衛星画像やＳＮＳの情報発信、国際放送での総合テレビの同時通

訳、Ｆａｃｅｂｏｏｋにて複数言語で速報するなど、激動の国際情勢に

ついて、放送とデジタルで詳細に伝えました。 

「重点事項２．新時代へのチャレンジ」では、ＢＳ再編の直前の生放

送の特集番組で、視聴者への感謝の意を込めて衛星放送の歴史をアーカ

イブ映像で振り返るとともに、新ＢＳの魅力や今後の見どころをお伝え

しました。総合テレビでも、再編直後の特集番組で視聴方法を紹介する

など、幅広い世代の方にご理解いただけるよう案内しました。また、フ

ェイク動画・画像が広まっていることに関して、ニュース番組やデジタ

ルで情報に触れる際の注意点を具体的に紹介しました。 

「重点事項３．あまねく伝える」では、子どもたちの未来を応援する

教育コンテンツ「スゴＥフェス」をＥテレで集中編成し、幅広い世代に

“子どもたちの持続可能な未来”について考えてもらう機会を提供しま

した。また、日曜夜８時４５分の総合テレビのニュース（全国放送と関

東甲信越向け放送）で手話通訳を始めました。 

「重点事項４．社会への貢献」では、第５０回日本賞の開催や第９０

回を迎えたＮＨＫ全国学校音楽コンクールについて記載しています。 

「重点事項５．人事制度改革」では、「公平・公正」な人事制度を構

築・運用すること、ＮＨＫの使命達成を支えるプロフェッショナルを尊

重・評価することを軸に据えて、人事制度改革の「検証と発展」の取り

組みを進めました。 
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次に、スリムで強靱な新しいＮＨＫを目指す構造改革についてです。 

保有するメディアの整理・削減では、１２月に衛星波の再編を実施

し、「ＮＨＫ ＢＳ」「ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ」の２つのチャン

ネルをスタートさせました。 

インターネット活用業務では、「ＮＨＫワールド・プレミアム」の動

画配信事業者への提供を１０月から開始しました。また、ＮＨＫプラス

の登録手続きなどを改善しました。 

「受信料の価値を最大化」するためのマネジメント施策では、ＮＨＫ

経営計画（２０２４－２０２６年度）（案）について、経営委員会への

審議を経て、意見募集を行いました。また、営業活動について、デジタ

ル広告や外部企業との連携、特別あて所郵便の活用等により、視聴者の

みなさまとの接点を開発・拡大することで、ＮＨＫの公共的な価値に共

感していただき、納得して受信料をお支払いいただけるよう活動の強化

に取り組みました。 

受信料については、１０月からの受信料の値下げと学生免除の拡大を

実施しました。 

次に、放送・サービス（国内放送・インターネット）の状況について

です。 

放送接触者率は、地上波では総合テレビ・Ｅテレともに前年同期・前

期比で減少となりました。前年１１月にはサッカーワールドカップ、前

期にはラグビーワールドカップや女子サッカーワールドカップなど日本

代表の注目競技を放送していたためです。一方衛星波については、１２

月の「ＢＳ再編」の効果が表れた結果となりました。ＢＳ１やＢＳＰの

前年同期や前期の接触者率をそれぞれＮＨＫ ＢＳの１か月と比較する

と、ＮＨＫ ＢＳが大きく上回る結果となり、好調な滑り出しと言えま

す。美空ひばりやキャンディーズの「伝説のコンサート」をはじめ、

「ＢＳ世界のドキュメンタリー」やワールドニュースがよく見られ、多

彩な魅力を持つ波の効果が表れた結果と見ています。また、ＢＳ再編の

周知広報によってＢＳ４Ｋの認知が広がり、ＢＳ４Ｋの視聴量が増加し

ています。年末のＮＨＫ紅白歌合戦では、ＢＳ４Ｋで推計１００万人以

上が視聴するという結果につながりました。インターネットの接触者率
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は堅調に推移しています。ＮＨＫプラスについては、ＩＤ登録者数も今

四半期中で約３０万伸びて４６０万でした。ＮＨＫ紅白歌合戦は、ＮＨ

Ｋプラスでの視聴ＵＢが約１８０万ＵＢと過去最多となりました。長時

間での視聴という点が特徴で、新たな視聴スタイルが生まれたと見てい

ます。質的指標の評価については、インターネットでは、前期に比べる

と全体的に低下していますが、前年同期の水準は維持しています。放送

波別に見るとすべての項目で安定しています。 

次に、受信契約の状況についてです。 

契約総数は年間の目標数５８万件の減少に対して２２万件の減少、衛

星契約は年間の目標数１３万件の減少に対して５.４万件の減少となり

ました。この中には、１０月から開始した学生免除拡大の影響（契約総

数１１万件減、衛星契約５万件減規模）が含まれており、実質的には前

年同時期の実績を上回っています。衛星契約割合は５３.２％となり、

前年度末を０.２ポイント上回りました。契約取次は年間計画に対し

て、総数取次数が７５.５％、衛星取次数が６８.８％の達成率となって

います。引き続き、デジタル接点の拡大や他企業との連携強化、特別あ

て所配達郵便の活用など、受信契約の届け出と受信料の支払いの促進に

取り組み、年間計画の達成を目指していきます。また、能登半島地震に

より被災された方に対し、適切に受信料免除を適用するとともに、防

災・減災に取り組む公共メディアとしての役割・存在価値をお伝えして

いきます。 

次に、予算の執行状況についてです。 

事業収入は、４,９８４億円で標準進捗を上回っています。事業支出

は４,７２１億円で標準進捗を下回っています。以上により、事業収支

差金は２６２億円となっています。 

最後に、課題に対する今後の取り組みについてです。 

放送法の改正により、放送局の中継局の共同利用が可能になったこと

を受け、各地域の課題を共有し、効率的な放送ネットワークの実現に向

けた課題を検討する全国協議会が発足しています。今後、共同利用型モ

デルの方式やロードマップ、共同利用会社のあり方などを検討していく

ほか、他の地域においても地域協議会を開催していきます。 
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東京大学との包括連携協定については、社会的課題の解決や地域社会

の活性化を牽引し、ＮＨＫ・東京大学双方の資産を生かした教育研究の

振興や、人材育成に寄与することを連携の目的としています。今後、東

京大学が保有する歴史的資料やＮＨＫのアーカイブスを発掘して、日本

の近現代史を検証し未来の視座を探ることや、気候変動や食糧問題とい

った地球規模の課題について、未来への提言を行っていくことなどを検

討していきます。 

本件が決定されれば、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定し、本日

開催の第１４４０回経営委員会に報告します。 

 

注：「２０２３年度第３四半期業務報告」は、ＮＨＫのウェブサイト

「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載しています。 

 

（２）職務権限事項の一部改正について 

（経営企画局） 

職務権限事項の一部改正について、審議をお願いします。 

１点目は、経営企画局・技術戦略室の職務権限を見直し、技術局と放

送技術研究所へ職務基準と権限を移行し、再整理するものです。また、

経営計画の実行に向けて、技術局において建設費と事業費を統合的に管

理し、物件費と減価償却費トータルで設備投資を検討・判断するための

職務権限事項を新設します。  

２点目は、災害体制の整備推進に関するメディア戦略本部および報道

局の職務権限事項についてです。メディア総局長に決定権限を付与する

ことで、職務権限上の位置付けを明確にするものです。 

今回の改正の実施時期は２月１日です。 

 

（竹村専務理事）技術局に放送設備関係の建設費・事業費の管理という

機能がありますが、経理局の権限との関係はどのように
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なるのですか。 

 

（経営企画局） 技術局には、建設費と事業費の内容を技術局の中で調

整する権限をつけています。調整した結果を経理局に提

案することになっていますので、経理局との関係はこれ

までと変わりありません。 

 

（竹村専務理事）これまでとは違う検討プロセスを新たに設けるという

ことですか。 

 

（経営企画局） これまでは、技術局内でも建設費と事業費を扱う担当

がわかれていましたが、今回はこれらを一体で調整でき

る権限を新たに設けました。 

 

（会 長）   これまでよりも整理された感じになると思いますの

で、これで進めてみたいと思います。 

 ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定し

ます。 

 

（３）視聴者対応報告(２０２３年１０～１２月)について 

（視聴者局） 

放送法第２７条に定める視聴者対応の状況について、放送法第３９条

第４項に基づき、２０２３年１０～１２月分をとりまとめましたので、

審議をお願いします。 

まず、この期間の視聴者の声（意見・要望・問い合わせ等）の総数

は、８０万０,１９７件で、昨年度同期の７３万４,３６０件に比べて６

万件以上増加しました。これは主に、１２月１日にスタートした衛星波

の再編に対して、個別番組の放送予定や４Ｋ番組の視聴方法などの問い

合わせが多く寄せられたことが影響しています。苦情を含めた意見・要

望は１２万３,８５５件でした。意見・要望の８９.７％にあたる１１万

１,０５３件は、ふれあいセンターなどの一次窓口で対応を完了しまし



 8 

た。残る１万２,８０２件は、本部や各放送局の担当部門などが視聴者

への回答を作成し、二次対応を行いました。本部各部局や全国放送局に

直接届いた意見・要望については、原則一次窓口で完了しています。な

お、衛星波の再編については、視聴者のみなさまからの問い合わせに丁

寧に答えられるように、ふれあいセンター（放送・営業・受信技術）の

態勢を強化して対応しました。 

視聴者の声の分野別の内訳では、受信料関係が最も多く、次いで放送

番組となっています。 

放送・番組に関して寄せられた意見・要望や問い合わせは、２５万

０,４８６件でした。内訳は、放送内容に関するものが２９％、放送予

定が１７％、出演者が１６％などとなっています。番組のジャンル別で

は、ニュース・報道が２６％で最も多く、次に音楽が１８％、ドキュメ

ンタリー教養、ドラマ、情報の順となっています。また、寄せられた声

のうち、好評意見がおよそ３割、厳しい意見がおよそ７割でした。 

インターネット業務への声では、４万７,９４６件の問い合わせや意

見が寄せられました。最も多かったのはＮＨＫプラスに関するもので４

万１,９９２件と全体の８８％を占めました。登録や視聴方法について

は、放送やホームページをはじめ、ふれあいセンターの窓口でも丁寧に

説明し、「使い方が分かって、ドラマなど幅広く見るようになった」と

いった好評意見が寄せられました。また、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦

でＮＨＫプラスのＰＲをしたあとは、アクセスが集中したため、「つな

がらない」という声が多く寄せられました。今回のことを教訓に、サー

バーの増強など、対応策を検討して参ります。また、ＮＨＫを名乗る架

空の発信元からのメールやダイレクトメッセージについての問い合わせ

や相談は４４６件でした。引き続き、番組やホームページなどで注意を

呼びかけています。 

受信料に関しては、１万２,８１１件の意見・要望が寄せられまし

た。最も多いのは、受信契約の手続き・案内に関する送付物に関するも

ので１万０,０５７件でした。1０月から施行された受信料の値下げと学

生を対象とする受信料免除の拡大に関しては、放送、ウェブサイト、Ｓ

ＮＳ、ダイレクトメッセージなどさまざまな方法でお知らせしました。
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また、受信料の手続きを身近に感じてもらえるよう、データ放送内の画

面にある「受信料の窓口」を案内するページを刷新するなど、環境整備

にも取り組んでいます。 

技術・受信相談に関しては、８,１８６件の意見や問い合わせが寄せ

られました。内訳は、受信不良の申し出が５,５２６件、受信方法やテ

レビのリモコンの操作方法などの技術相談は２,６６０件です。受信不

良の申し出については、一次窓口で対応を完了したのが３,４０１件

（６１.５％）で、残る２,１２５件（３８.５％）は訪問による二次対

応で直接、改善の指導や助言を行いました。 

ＮＨＫの経営に関しては、９９２件の意見・問い合わせが寄せられま

した。このうち、およそ半数が、衛星波の再編をきっかけとした、受信

料額や受信料制度に対する意見でした。次いで、報道局の記者が不正な

経費請求をしていた問題について、１３８件の厳しい声が寄せられまし

た。 

続いて、視聴者からの意見・要望を受けての改善・対応事例を紹介し

ます。 

1 つ目は、大相撲中継の取り組みについてです。「もう一度、あの取

り組みを見たい」「郷土力士の結果を知りたい」という声に応えて、大

相撲特設サイトでは、場所中いつでも十両・幕内の全取組を動画で視聴

できるほか、取組結果や特集記事を紹介しています。特設サイト開設後

も、動画ページが表示される前に、勝敗の表示有無を選択できるように

改善をしています。また、中継の文字情報について、勝敗数の表示を画

面の左上に出し続けるようにしています。 

２つ目は、今年度から再開した「訪問学習」の新たな取り組みについ

てです。以前から、特別支援学校の先生などから「障害のある子どもた

ちも参加できるようにしてほしい」という声が寄せられてきました。こ

うした声に応えて、ＮＨＫ札幌放送局では、独自のプログラムを考案

し、障害のある児童・生徒のための訪問学習を始めました。 

最後は、ＡＩアナウンスの取り組みについてです。ＡＩアナウンスの

技術を、地域の防災・減災に役立ててもらう取り組みを進めています。

２０２２年９月からは、防災に関するさまざまな呼びかけの音声データ
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を専用サイトで公開し、外部の方々にも自由に利用していただけるよう

にしました。東京・新宿区にある大規模バスターミナルでは、去年の

夏、熱中症対策として、この音声データを館内放送で繰り返し放送し、

ターミナルの利用者や従業員の安全確保に活用しています。また、今年

の元日に発生した「令和６年能登半島地震」では、金沢局や新潟局で、

繰り返し伝えるべきライフライン情報の放送にＡＩアナウンスを活用し

ています。これからも新たな技術をとりいれながら、さらなる放送・サ

ービスの充実に取り組んでいきます。 

ＮＨＫではみなさまからどのようなご意見・ご要望をいただき、どう

対応したかを１か月ごとに集約して「月刊みなさまの声」（注）とし

て、まとめて報告しています。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告しま

す。 

 

（熊埜御堂理事）衛星波を再編する際に、丁寧な周知に努めたと認識し

ていますが、衛星の付加受信料を払いたくないという事

例などはなかったのでしょうか。 

 

（視聴者局）  ご指摘のように、衛星波の再編にあたっては、衛星契

約から地上契約への変更を希望される方が増えるのでは

ないかと考えておりましたが、衛星から地上への契約変

更件数が増えることはありませんでした。 

 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定

し、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告します。 

 

注：ＮＨＫのウェブサイト「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情

報」に掲載しています。 

 

（４）インターネット活用業務の必須業務化を見据えた認証システムの

事前検討プロジェクトの設置について 
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（経営企画局） 

インターネット活用業務の必須業務化を見据えた、認証システムの事

前検討プロジェクトの設置について審議をお願いします。 

ＮＨＫのインターネット活用業務の必須業務化については、政府等で

放送法改正の検討が進んでおり、ＮＨＫにおいても２０２４年度予算・

事業計画において「必須業務化対応」の予算を計上しているところで

す。改正法案の成立後、法律の施行に向けて遅滞なく準備が進められる

よう、認証システムの事前検討プロジェクトを設置し、検討することと

します。 

インターネット活用業務の必須業務化にあたっては、現行のＮＨＫプ

ラスでは実施していない「事業所向けの放送番組の同時・見逃し配信」

や「番組に密接に関連する情報等を提供するサービス」への認証等が必

要になることが想定され、新たな認証システムの整備が不可欠となりま

す。システムの要件や仕様の検討、開発には一定の時間が必要であるこ

とから、メディア総局長と技師長のもとに、関係部局からなるプロジェ

クトを設置し、改正法案の内容を踏まえた認証システムの要件定義や仕

様の検討等に着手します。なお、プロジェクトの検討範囲は、想定され

る新制度における認証システムの要件定義や仕様等の事前準備に限るも

のであり、予算執行を伴うシステムの整備は、改正法案の成立後に行い

ます。 

 

（竹村専務理事）認証基盤については必要な準備だと思いますが、シス

テムの脆弱性についても対応していかなければなりませ

ん。それは、今回とは別の形で進められるのでしょう

か。 

 

（経営企画局） はい。脆弱性への対応については別途議論していきま

す。システム全体に係る脆弱性に対して、法律でどのよ

うな対応が求められるのか、またその水準を満たすため

に何が必要かということが具体的に見えてきた段階で、

別途検討することになります。 
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（会 長）   当面は別の体制で検討が進むということですね。認証

基盤と脆弱性への対応を合わせて議論ができるとよいで

すね。 

 

（経営企画局） まずは時間を要する認証基盤について先に検討を進め

ます。そのうえで、それ以外の課題等についても検討し

ていきます。 

 

（会 長）   ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定し

ます。 

 

２ 報告事項 

（１）２０２３年度関連団体の決算見通しについて 

（グループ経営戦略局） 

２０２３年度の関連団体の決算見通しについて報告します。 

まず、子会社の決算見通しについてです。 

売上高は子会社１２社合計で２,４１５億円の見通しです。事業を行

わないＮＨＫメディアホールディングスを除く１１社では２,３５１億

円で、共同事業による展覧会が好調である一方、ＮＨＫからの番組制作

委託の減などによって６社が減収となり、前年度比３４億円減の見通し

です。営業利益は、原価等のコスト抑制策に取り組んでいますが、売上

減やシステム対応経費の増などで４社が営業赤字で、ＮＨＫメディアホ

ールディングスを除く１１社合計で５２億円、前年度比２７億円減とな

る見通しです。 

各社別では、ＮＨＫエンタープライズは、ＮＨＫからの番組制作委託

の減等により減収減益の見通しですが、売上原価の抑制等コスト削減に

取り組み、営業利益の減少幅を抑制しています。ＮＨＫプロモーション

は展覧会等が好調です。ＮＨＫ出版は、テキスト等の計画と実売の乖離

や物価高による売上原価の増等で１２期ぶりの営業赤字の見通しです。

ＮＨＫビジネスクリエイトとＮＨＫ営業サービスは、一時的な経費の増
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によって営業赤字の見通しですが、新規事業の受託やコスト削減への取

り組み等によって事業計画上の営業赤字を圧縮し、収支改善が図られる

想定です。ＮＨＫ文化センターは事業規模に応じたスリム化が進まず、

４期連続の営業赤字の見通しです。 

次に、関連会社の決算見通しについてです。 

ＮＨＫコスモメディアアメリカは、テレビジャパンの視聴者数の減の

ほか、新配信サービスの準備等により、減収減益の見通しです。ＮＨＫ

コスモメディアヨーロッパは、２０２３年１０月の事業終了を経て、２

０２４年１月下旬に会社清算の決議を行う予定です。 

次に、関連公益法人等の決算見通しについてです。 

ＮＨＫ財団は、広報プロモーション展開や職員研修の委託業務等の減

により減収の見通しです。ＮＨＫ交響楽団は、コロナ禍等で落ち込んだ

定期公演収入が回復してきましたが、円安や物価高による公演費の増等

により減収となり、正味財産は事業計画どおり、１億円の減少となる見

通しです。 

最後に、健保・共済会の決算見通しについてです。 

ＮＨＫ健康保険組合は、京都保養所の売却益に伴う増収により、大幅

な収支差引残の見通しです。 

以上の報告のうち、子会社の決算見通しについては、本日開催の第１

４４０回経営委員会に報告します。 

 

（２）子会社管理状況等の報告 

（グループ経営戦略局） 

子会社管理状況等について、２０２３年７月から１２月の主な取り組

みを報告します。 

まず、リスク管理・コンプライアンスについてです。 

ビジネスメール詐欺被害への対応として、再発防止策を実施するとと

もに、ＮＨＫメディアホールディングスの特命監査や研修を幅広く実施

しました。子会社契約スタッフによる取材情報流出については対応を進

めているところです。ジャニーズ事務所の性加害問題を踏まえ、同種事

案の再発防止に向けた人権デューディリジェンスの勉強会を実施しまし
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た。また、セキュリティ向上のため、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５ Ｅ５

ライセンスの導入を進めました。今後の取り組みについて、詐欺被害の

再発防止策はチェック体制を維持し、あらゆるリスクに対する感度を強

化し、事前防止に努めます。また、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ３６５ Ｅ５の

導入は今年度末をめどに全団体で完了する予定です。 

次に、ガバナンスについてです。 

経営方針の周知に関して、特に次期中期経営計画の認識共有を図るた

め、関連団体トップの説明会を複数回実施しました。今後の取り組みと

しても、ＮＨＫの経営計画や方針についての浸透を図り、関連団体の事

業計画や行動指針に反映させていきます。ＮＨＫ文化センターについて

は、コロナ禍以降、営業赤字が続く厳しい経営状況のため、ＮＨＫグル

ープによる財政支援・人的支援を行い、再建を目指します。 

最後に、効率性についてです。 

ＮＨＫメディアホールディングスでは、傘下団体の内部監査部門を集

約し、テーマ監査やプロセス監査等を実施しました。効率化とともに監

査内容の平準化や、他社事例の活用など当初目的通りの活動ができてい

ます。法務部門においても、外部の弁護士事務所との契約の一元化、業

務フローの策定・統一に向けた指導や法務セミナーの実施等、集約によ

る効率化と高度化に向けた取り組みを進めています。また、人材育成の

一元化の視点では、サスティナブルな番組・イベントのノウハウを得る

ため、海外派遣による研修等人材派遣を行うなど、５社共同のスケール

メリットを生かし、本格的に人材育成施策を推進しました。加えて、傘

下団体の事業連携をサポートする取り組みとして、ＮＨＫメディアホー

ルディングスが事務局となり、傘下団体共同による事業落札なども進め

ています。ＮＨＫ財団では、管理部門の集約により業務の効率化と要員

の削減を行っています。また、内部監査や収支改善施策の支援など、子

財団であるＮＨＫ交響楽団のガバナンス向上や経営支援を行いました。

統合による強みを生かした事業連携として、防災デジタルミュージアム

など、それぞれの専門性を生かした取り組みを進めています。今後の取

り組みとして、ＮＨＫメディアホールディングスは、ＮＨＫの経営計画

と連動した傘下団体の３か年事業計画の構築の指導を行うほか、ＮＨＫ
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財団含め一層の効率化・高度化を進めます。 

本件は、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告します。 

 

（３）関連団体事業活動審査委員会報告 

（グループ経営戦略局） 

２０２３年１０月３１日に開催された第４１回関連団体事業活動審査

委員会について報告します。 

この審査会は、ＮＨＫの関連団体の事業活動について適正性を審査す

るためのもので、外部有識者として、今井靖容委員長（公認会計士）、

押野雅史委員（弁護士）、小塚荘一郎委員（学習院大学法学部教授）の

３名が参加されています。 

１つ目の議題は、２０２３年度上半期の「審査委員会」の活動状況報

告です。上半期は、事業活動審査委員会の審議対象となる、関連団体の

事業活動の適正性に関する苦情、意見の受け付けはありませんでした。 

２つ目の議題は、関連団体の事業活動の適正性を確保するための取り

組み報告です。ＮＨＫ経営計画の検討状況（グループ経営）や関連団体

リスク事案とその対応について報告しました。 

本件は、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告します。 

 

（４）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（山名専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について報告します。 

東北地方の永井温子氏（株式会社Ｒｉｄｕｎ代表取締役）と四国地方

の皆見信博氏（パラ卓球選手）に、２０２４年２月１日付で再委嘱しま

す。 

本件は、本日開催の第１４４０回経営委員会に報告します。 

 

（５）考査報告 

（考査室） 

２０２４年１月１８日までに放送した、ニュースと番組等について考

査した内容を報告します。 
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ニュースでは、国内ニュース７項目、国際ニュース３項目、番組で

は、全中番組１０本、地域番組６本、国際番組１本、事前考査５２本の

考査を実施しました。 

ニュースの主な項目では、能登半島で震度７の地震が発生したこと、

羽田空港にて日本航空と海上保安庁の航空機が衝突炎上したことなどが

ありました。 

全中番組では、クローズアップ現代「その“新ダイエット”が危な

い！ある治療薬の落とし穴」（総合 １２月１１日）、第７４回ＮＨＫ

紅白歌合戦「ボーダレス 超えてつながる大みそか」（総合 １２月３

１日）「子どもがいない世界がやってくる？」（総合 1 月９日）など

を考査しました。 

地域番組では、東北ココから「誰にも言えなかった ～孤立する妊婦

たち～」（総合 東北ブロック １２月８日）、＃てれふく「私のこ

え、聞こえますか？ ～難聴と向き合う家族の記録～」（総合 福岡県

域 １２月８日）などを考査しました。 

また、複数の番組で事前考査を実施しました。 

考査の結果、これら一連のニュース・番組は、放送法、国内番組基

準、国際番組基準等に照らし、妥当であったと判断します。 

 

（中嶋理事）  災害報道に関しては、どの時間帯に何を伝えたのか、

その時に民放は何を伝えていたのか、全国放送と地域放

送でどういう時間軸で伝えてきたのか、洗い出して検証

しているところです。改善すべき点は見直しをしていき

たいと考えています。 

 また、今後どのような形で災害報道の体制整備をやっ

ていくのかについては、体制強化とともに効率・効果の

観点も含めて再検討しているところです。近く、役員の

みなさんとも議論させていただきたいと思います。 

 

（６）放送番組審議会議事録 

（メディア編成センター・国際放送局） 
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メディア編成センターと国際放送局から、中央放送番組審議会、国際

放送番組審議会の２０２３年１１月開催分の議事録についての報告。 

 

３ 審議事項 

（５）第１４４０回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催の第１４４０回 経営委員会の付議事項について、審議をお

願いします。 

付議事項は、報告事項として「２０２３年度第３四半期業務報告」、

「２０２４年度（令和６年度）国内放送番組編成計画について」、「２

０２４年度（令和６年度）国際放送番組編成計画について」、「視聴者

対応報告(２０２３年１０～１２月)について」、「２０２３年度子会社

の決算見通しについて」、「子会社管理状況等の報告」、「関連団体事

業活動審査委員会報告」および「地方放送番組審議会委員の委嘱につい

て」です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

２０２４年 ２月１３日 

 

会 長  稲 葉 延 雄 


